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第5500号 

 

  目      次  
    

   規  則 

 ○富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町 

  村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則      １ 
 ○富山県クリーニング業法施行規則の一部を改正する規則        ２ 

   告  示 

 ○富山県の児童相談所に配置する児童福祉司の数についての一部改正   ４ 
 ○富山県の児童相談所に配置する児童心理司の数についての一部改正    

   議会告示 

 ○富山県議会議員き章はい用規程の一部改正               

   訓  令 

 ○富山県職員き章に関する規程の一部を改正する訓令          ６ 

   人事委員会訓令 

 ○富山県人事委員会事務局職員き章に関する規程の一部を改正する訓令   

   議会訓令 

 ○富山県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令         ７ 
 ○富山県議会事務局職員き章はい用規程の一部を改正する訓令      ９ 

   監査委員訓令 

 ○富山県監査委員事務局職員き章に関する規程の一部を改正する訓令   10 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理 

する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第18号 

   富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市 

   町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理 
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する事務の範囲を定める規則（平成12年富山県規則第35号）の一部を次のように改 

正する。 

 第２条の表の９の項の右欄の第２号セ中「第60条第１項」を「第59条第１項」に 

改め、同号ソ中「第61条第１項」を「第60条第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

                       （ワンチームとやま推進室）  

 

 

 富山県クリーニング業法施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第19号 

   富山県クリーニング業法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県クリーニング業法施行規則（昭和26年富山県規則第24号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第２条第１項第12号中「第８条」を「第８条第１項」に改める。 

 第14条に次のただし書を加える。 

  ただし、第２条第１項第９号から第12号までに掲げる書類及び第13条に掲げる 

 書類については、この限りでない。 

 様式第８号中 

「４ 生年月日                             」 

を 

「４ 生年月日 

 

 ５ 性  別 

 

 ６ 個人番号                             」 

に改める。 
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 様式第９号中                               
 
「 生年月日  」 

を 
 
「 生年月日   
 性別   
 個人番号  

」 

に改める。 

 様式第10号中 
 
「 生年月日  

」 

を 
 
「 生年月日   
 性別   
 個人番号  

」 

に改める。  

 様式第11号中                               

「                  生年月日             」 

を 

「                  生年月日 

                   性  別 

                   個人番号             」 

に、「第８条」を「第８条第１項」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県クリーニング業法施行規則に定める様式による 

 用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （生活衛生課）  
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告     示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第144号 

   富山県の児童相談所に配置する児童福祉司の数についての一部改正に 

   ついて 

 富山県の児童相談所に配置する児童福祉司の数について（平成28年富山県告示第 

429号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第１項中「18人」を「16人」に改める。 

 

 

富山県告示第145号 

   富山県の児童相談所に配置する児童心理司の数についての一部改正に 

   ついて 

 富山県の児童相談所に配置する児童心理司の数について（令和２年富山県告示第 

174号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第２項中「９人」を「８人」に改める。 

 

 

富山県議会告示第１号 

   富山県議会議員き章はい用規程の一部改正について 

 富山県議会議員き章はい用規程（昭和38年富山県議会告示第１号）の一部を次の 

ように改正する。 

  令和８年３月30日 

                     富山県議会議長 筱 岡 貞 郎  

 第２条中「常に」を削る。 
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 第３条の見出しを「（交付）」に改め、同条中「議員に貸与」を「任期ごとに、 

議員一人につき１個を交付」に改める。 

 第５条の見出し中「再交付」の次に「等」を加え、同条第１項中「議員き章」の 

前に「議員が」を加え、「亡失」を「紛失」に改め、「き損」を「毀損」に改め、 

「すみやかにその旨を富山県議会議長に届け出て、再交付をうけなければならない」 

を「速やかに富山県議会議長に再交付又は修理を申し出るものとする」に改め、同 

条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する再交付又は修理に要する費用は、当該議員が負担するものとす 

る。 

 第６条を削る。 

 別記様式の図を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和９年４月30日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この規程の施行の日前にこの規程による改正前の富山県議会議員き章はい用規 

 程の規定により貸与された議員き章については、なお従前の例による。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県職員き章に関する規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和８年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第３号 

                                本  庁  

                                出先機関  

   富山県職員き章に関する規程の一部を改正する訓令 

 富山県職員き章に関する規程（昭和36年富山県訓令第11号）の一部を次のように 

改正する。 

 第１号様式中「銀」を「銅」に、「金張り」を「金メッキ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の第１号様式に 

 よる富山県職員き章は、この訓令による改正後の第１号様式による富山県職員き 

 章とみなす。 

                             （人事企画室）  

 

 

 富山県人事委員会事務局職員き章に関する規程の一部を改正する訓令を定め、公 

表する。 

  令和８年３月30日 
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                            富山県人事委員会 

                     委 員 長 黒  崎  紫 抄 代  

富山県人事委員会訓令第２号 

                                 事務局  

   富山県人事委員会事務局職員き章に関する規程の一部を改正する訓令 

 富山県人事委員会事務局職員き章に関する規程（昭和63年富山県人事委員会訓令

第13号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中「銀」を「銅」に、「金張り」を「金メッキ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の第１号様式に 

 よる富山県人事委員会事務局職員き章は、この訓令による改正後の第１号様式に 

 よる富山県人事委員会事務局職員き章とみなす。 

                         （人委・企画・任用課）  

 

 

 富山県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和８年３月30日 

                  富山県議会議長 筱  岡  貞  郎  

富山県議会訓令第１号 

                               議会事務局  

   富山県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県議会事務局文書管理規程（平成11年富山県議会訓令第２号）の一部を次の 

ように改正する。 

 目次中「第５条の２」を「第５条の３」に改める。 

 第１章中第５条の２の次に次の１条を加える。 

 （歴史的公文書の定義） 
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第５条の３ この訓令において、歴史的公文書とは、次の各号に掲げる公文書をい 

 う。 

 ⑴ 県の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関す 

  る重要な情報が記録された公文書 

 ⑵ 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書 

 ⑶ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文 

  書 

 ⑷ 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記載されている公 

  文書 

 第47条中「永久」を「30年」に改める。 

 第50条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１ 

項の次に次の１項を加える。 

２ 課長は、公文書について、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期 

 間が満了したときの措置として、歴史的公文書に該当するものにあっては所定の 

 場所に保管することを、それ以外のものにあっては廃棄決定をすることを定めな 

 ければならない。 

 第58条第１項中「保存期間が永久の公文書であって相当の期間が経過したもの又 

は」を削る。 

 様式第１号の備考の２中「又は「永久」」を削る。 

 様式第14号の２中「永」を「30」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の日前に職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電 

 磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することので 

 きない方式で作られた記録をいう。）については、この訓令による改正後の富山 

 県議会事務局文書管理規程第47条、第50条第２項及び第58条第１項の規定は、適 
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 用しない。 

３ この訓令による改正前の富山県議会事務局文書管理規程に定める様式による用 

 紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （議・総務課）  

 

 

 富山県議会事務局職員き章はい用規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和８年３月 30日 

                  富山県議会議長 筱  岡  貞  郎  

富山県議会訓令第２号 

                               議会事務局  

   富山県議会事務局職員き章はい用規程の一部を改正する訓令 

 富山県議会事務局職員き章はい用規程（昭和38年富山県議会訓令第２号）の一部 

を次のように改正する。 

 第２条中「常に」を削る。 

 第３条の見出しを「（交付）」に改め、同条中「貸与」を「交付」に改める。 

 第５条第１項中「亡失」を「紛失」に改め、「き損」を「毀損」に改め、「うけ 

なければならない」を「受けなければならない」に改める。 

 第１号様式中「銀」を「銅」に、「金張り」を「金メッキ」に改める。 

 第２号様式中「亡失（き損）」を「紛失（毀損）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の第１号様式に 

 よる富山県議会事務局職員き章は、この訓令による改正後の第１号様式による富 

 山県議会事務局職員き章とみなす。 

                             （議・総務課）  
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 富山県監査委員事務局職員き章に関する規程の一部を改正する訓令を定め、公表 

する。 

  令和８年３月30日 

                富山県代表監査委員 田  中  篤  人  

富山県監査委員訓令第１号 

                             監査委員事務局  

   富山県監査委員事務局職員き章に関する規程の一部を改正する訓令     

 富山県監査委員事務局職員き章に関する規程（昭和63年富山県監査委員訓令第１ 

号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号中「銀」を「銅」に、「金張り」を「金メッキ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の様式第１号に 

 よる富山県監査委員事務局職員き章は、この訓令による改正後の様式第１号によ 

 る富山県監査委員事務局職員き章とみなす。 

                           （監査委員事務局）  
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